
あなたの一歩で 、
明日が変わる子どもたちがいる

里親制度とは、親の虐待、親の病気・離婚など、さまざまな事情により家族と暮らせない子ども
たちを家庭に迎え入れ、養育していただく制度です。
里親には、養育家庭（里親）、養子縁組里親などの種類があります。

03-5962-6505
8:30～18:00（土・日・祝・12/29～1/3を除く）

里親相談
ダイヤル

港区児童相談所 フォスタリングチームみなと
〒107-0062 東京都港区南青山5-7-11

※本説明会は、港区から委託を受けた二葉乳児院のフォスタリングチームみなとが実施いたします。
※「MINATO新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」に定められた感染防止対策を講じたうえで、開催します。

お電話でお申し込みください
開催日の３開所日前１７時まで受付・その他日程でも相談可能

港区在住の方対象 定員各３組 おひとりでの参加も歓迎

港区児童相談所

港区児童相談所
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里親って何だろう？

養子縁組とは違うの？

なんで里親が必要なの？

里親になりたい

自分も里親になれる？

まずは話を聞いてみたい
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